
令和５年度人生の最終段階における意思決定支援の取組み

（研修報告）

令和５年９月２日（土）１３時３０分から１６時３０分



参加者数 １３０人



概要

医療・介護専門職の大きな課題である、おひとり様の支援について、令和３年度に行政と関係機関
が協働して取り組んだ「おひとりさま支援の手引き」について、作成経過やコンセプトをお話ししまし
た。

弁護士の佐久間先生からは、身寄りのない方の支援についてトラブルと対処策をお話しいただきま
した。

千葉県内から、約１３０人の方のご参加をいただき、センターの事業についてお話させていただきま
した。このような機会をいただいた、主催のゆるネット関係者の皆様に改めて御礼申し上げます



（研修資料）

おひとりさま支援の手引きについて
（千葉市在宅医療・介護連携推進事業）

千葉市在宅医療・介護連携支援センター



１ 在宅医療・介護連携支援センターについて











多職種連携会議（令和4年度）
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２ 多職種連携会議から取組への発展



作成経緯
◎令和２年度あんしんケアセンター浜野圏域における多職種連携会議

日時：令和３年３月１９日（金）

方法：Ｚｏｏｍ

参加：１２名（医師 行政 民生委員 居宅介護支援事業所 等）

・身寄りのない高齢者の対応について

（抽出された主な課題）

死亡後の金銭の取扱い （預かってた現金が残ってしまった）

墓埋法による葬祭執行手続き （看取りなのに警察に通報が必要と言われた）

他制度利用のタイミング （後で困らないように何か考えなければならなかったのか）

経験値による対応のばらつき （初めてだと分からないことばかりだと思う）



課題解決に向けて

→葬祭の市長執行に関する事務手続きや、死亡後の金銭管理に関する機関利用など、法律
や制度の改正、運用の見直しが必要な点について、早急な取組みは市町村レベルの取組で
は難しいが、現場における身寄りのない方の支援については、必要な知識や制度の利用法な
どを、支援者（主にケアマネジャー）に知ってもらう取組は、すぐにでも必要であり、センターの
事業の中で即応できると考えた。

→身寄りのない方の、「在宅で最後まで自分らしい生活」を支援すること、とりわけ人生の最終
段階の看取りケアを円滑に行うためには・・

（１）本人の意向を把握しておくこと

（２）必要な情報を把握しておくこと

（３）多職種・制度の連携や活用に留意すること（手続きや方法）



事業での取組

◎人生の最終段階に向けた、支援者向け対応の手引き作成

（目的）

→支援に必要な制度や方法=「選択肢」を知ることで、場面ごとに適切な支援を行う

→開始から終了までの展開を把握し、予見可能性を高めリスクヘッジする

（内容）

・支援開始から終了までの流れを可視化し、場面ごとの視点や利用できる制度を周知

・他制度、他機関の情報提供により、問題を一人で抱えないよう図る

・必要となりそうな制度の概要を記載し、利用時のトラブルを軽減する



作成委員会の立上げ

◎千葉市介護支援専門員協議会

◎千葉市あんしんケアセンター（浜野、花見川）

◎佐賀宗彦医師（在宅医療）

◎千葉市中央区障害者基幹相談支援センター

◎千葉市成年後見支援センター

◎千葉市地域包括ケア推進課

◎千葉市在宅医療・介護連携支援センター（事務局）



事業実施において専門職と連携する必要性
〇法律的に正しい視点（原理・原則）と、実際の支援において必要になる視点（感情・情緒）の
バランスに特に注意し、「現場で使えない」または「公に出来ない」ものとならない手引きとする。

〇人生の最終段階を迎える中での支援においては、様々な職種や機関が関わり、本人にとっ
て最良（と思料される）支援を選択していくことになるため、医療や介護だけでなく、権利擁護や
障害者支援の考え方など、多様な考え方を反映する必要がある。

〇オピニオンリーダーとも言える職能団体や地域包括支援センターと連携することで、個別の
取組を通じ、本市の保健福祉行政への理解や、今後様々な分野の取組への連携・協力体制
構築に繋げる。



製作過程

・事務局と発信元のあんしんケアセンターにて原案の作成

・原案をもとに事前照会と検討会の実施（全3回）

・確定案を印刷業者に依頼しデザイン・製本（2,000部）

・市内あんしんケアセンター（30か所）、市内居宅介護支援事業所（300か所）に配布

→配布にあたっては、介護支援専門員協議会の協力をいただきました。



原案 先ずはワードでコツコツ作りました





活用について
（手引きの活用）

〇事例検討会や地域ケア会議

・手引きのフローと照らし合わせ、対応について振り返りを行う

・手引きの情報をもとに、諸制度の利用促進を図り、場面ごとの意思決定支援に繋げる

〇新任の方向けのマニュアル

・新任の方や経験のない方に、今後の展開を想定することのできる資料とする

〇ケアマネジャー=「なんでも屋化対策」

・ケアマネジャーが積極的か消極的かに関わらず、身元引受人・後見人としての役割を担ってしまっ

ている状況が少なくないことから、対応するかしないか、対応できるのかできないのか、いずれの場合

にせよ「ちょっと考える」時の判断材料・資料とする



今後の人生の最終段階における取組み
（在宅医療・介護連携推進事業）
〇第1次千葉市実施計画事業（令和5年度～令和7年度）

・専門職向けＡＣＰの手引きの作成及び研修の実施

・市民向けＡＣＰ普及啓発リーフレットの作成及び講演会の実施

・意思決定支援コーディネーター養成研修の実施

〇第9期介護保険事業計画の策定に向けて

・多職種連携会議の充実のため、医師会・あんしんケアセンターとの連携

・エンディングサポート（終活）事業との連携




